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水道総務課（衛生センター庁舎）　☎７３－６６85問

令和７年４月使用分から水道料金を改定（値上げ）します市民意見募集（パブリック・コメント）を行います

　水道事業の経営は、税金ではなく使用者の皆さんからいただく水道料金で賄っています。しかしなが
ら、人口減少や節水機器の普及などで水需要が低下し、水道料金収入は年々減少している状況です。 
　水道施設は老朽化が進み、漏水や断水が多発しており、今後は、これらの水道施設を計画的に更新す
る資金が必要となります。           
　このような状況を踏まえ、水道料金の改定について、市長が諮問した南島原市水道料金等審議会の答
申を踏まえたうえで、令和６年９月市議会定例会に水道料金の改正案を提出し、可決されたことから、
水道料金を令和７年４月から改定させていただきます。       
　将来に渡り、安全・安心な水道水を安定してお届けするため、使用者の皆さんにはご負担をおかけし
ますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。        
　なお、今回、営農用水供給施設使用料金および下水道使用料の改定はありません。   

市HP

水道料金改定の背景

水道料金改定の内容

新水道料金表

●基本料金はそのまま         　
　口径の大きさに関わらず基本料金 (毎月の使用料０～10㎥まで )は据え置きます。  
●超過料金を増額改定         　
　超過料金の単価を 1㎥当たり１８８円から２５０円に改定します。    

現行料金と改定料金の比較 （単位：円、税込）
口径（mm） 使用水量 改定前 改定後 増減額
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　市が改訂・策定を予定している次の計画（案）について、皆さんのご意見、ご提案をいただくため、
市民意見募集（パブリック・コメント）を行います。

【共通事項】
●閲覧・提出期間…1月6日㈪～31日㈮
●閲覧場所…担当課、各支所 
●意見などを提出できる人
・市内に在住・在勤・在学の人
・市内に事業所などを有する人
・本事案に利害関係を有する人
●意見の提出方法 (任意様式で可)
　意見内容(計画（素案)の箇所(項目やページ、　
　行など)とそれに対する意見)、住所、氏名を
　記載の上、担当課または各支所に持参するか、
　郵送、FAX、Eメールのいずれかで提出してく
　ださい。

●意見に対する考え方の公表
　お寄せいただいたご意見の要旨とそれに対する本
　市の考え方は、後日ホームページなどで公表する
　予定です。
●注意事項
・計画（素案）をご一読の上、意見を提出ください。
・意見提出用紙に住所、氏名が記載されていない場
　合、受付できません。
・公序良俗に反する意見は、受付できない場合があ
　ります。
・電話での受付や、ご意見に対する個別の回答はい
　たしません。

問

問

都市計画課（有家庁舎）　
☎７３－６６７７ FAX：８２－０２４０
〒８５９－２２０２　有家町山川５８番地１
toshikeikaku-ka@city.minamishimabara.lg.jp　

約

こども未来課（南有馬庁舎）　
☎７３－６６５２　FAX：８５－３１４２
〒８５９－２４１２　南有馬町乙１０２３番地
k-shien@city.minamishimabara.lg.jp

　将来のまちづくりの方針として、平成 25 年に
本計画を策定し 11 年が経過しています。その間
の社会経済情勢の変化や改訂された関連計画と整
合を図り、新たなまちづくりの方向性を示すため、
計画の見直しを行います。

　人口減少や少子高齢社会においても持続可能な
まちづくりの実現を図るため、生活を支える機能
が充実した拠点を形成し、公共交通などのネット
ワークで結ばれたまちの実現を目指すため、新た
に策定します。

①南島原市都市計画マスタープラン（改訂素案）

　こどもや若者の成長と子育てを支援する取り組
みを総合的に推進するため、本計画の策定を進め
ています。

③南島原市こども計画（素案）

②南島原市立地適正化計画（素案）

①・②に関して

③に関して
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